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   第 ７ 回   熊本県議会  建設常任委員会会議記録 

 

平成31年３月12日(火曜日) 

            午前９時58分開議 

            午前11時59分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

議案第48号 平成31年度熊本県一般会計予

算 

議案第53号 平成31年度熊本県港湾整備事

業特別会計予算のうち 

議案第54号 平成31年度熊本県臨海工業用

地造成事業特別会計予算のうち 

議案第55号 平成31年度熊本県用地先行取

得事業特別会計予算 

議案第60号 平成31年度熊本県流域下水道

事業特別会計予算 

議案第89号 熊本都市計画事業益城中央被

災市街地復興土地区画整理事業施行条例

の一部を改正する条例の制定について 

議案第90号 熊本県都市公園条例の一部を

改正する条例の制定について 

議案第91号 熊本県建築基準条例の一部を

改正する条例の制定について 

議案第106号 河川法第４条第１項の一級

河川の指定の変更に対する意見を述べる

ことについて 

閉会中の継続審査事件(所管事務調査)につ

いて 

報告事項 

① 第３次熊本県建設産業振興プラン

(案)について 

② 入札制度の見直し等について 

③ 熊本地震等の災害復旧事業等の進

捗状況について 

④ 益城中央被災市街地復興土地区画

整理事業の進捗状況について 

⑤ 熊本県住宅確保要配慮者賃貸住宅

供給促進計画(案)について 

平成30年度建設常任委員会における取り組

みの成果について 

――――――――――――――― 

出席委員(８人) 

        委 員 長 増 永 慎一郎 

        副委員長 河 津 修 司 

        委  員 城 下 広 作 

        委  員 井 手 順 雄 

        委  員 森   浩 二 

        委  員 山 口   裕 

        委  員 山 本 伸 裕 

        委  員 髙 島 和 男 

欠席委員(なし) 

委員外議員(なし) 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 土木部 

         部 長 宮 部 静 夫 

        総括審議員 

兼河川港湾局長 永 松 義 敬 

       政策審議監 平 井 宏 英 

      道路都市局長 上 野 晋 也 

      建築住宅局長 上 妻 清 人 

        首席審議員 

兼監理課長 藤 本 正 浩 

      用地対策課長 馬 場 一 也 

    土木技術管理課長 田 尻 雅 裕 

      道路整備課長 亀 崎 直 隆 

      道路保全課長 勝 又 成 也 

      都市計画課長 坂 井 秀 一 

      下水環境課長 渡 辺 哲 也 

        河川課長 竹 田 尚 史 

        港湾課長 松 永 清 文 

        砂防課長 中 山 雅 晴 

        建築課長 松 野 秀 利 
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        営繕課長 重 松   隆 

        住宅課長 小路永   守 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

       議事課主幹 岡 部 康 夫 

     政務調査課主幹 福 田 孔 明 

――――――――――――――― 

  午前９時58分開議 

○増永慎一郎委員長 おはようございます。 

 それでは、ただいまから第７回建設常任委

員会を開会いたします。 

 本日の委員会に４名の傍聴の申し出があり

ましたので、これを認めることとしましたの

で、御報告します。 

 それでは、本委員会に付託された議案等を

議題とし、これについて審議を行います。 

 議案等については、執行部の説明を求めた

後に質疑を受けたいと思います。 

 なお、執行部からの説明は、効率よく進め

るために、着座のまま簡潔にお願いいたしま

す。 

 まず、土木部長から総括説明を行い、続い

て、担当課長から順次説明をお願いいたしま

す。 

 初めに、宮部土木部長。 

 

○宮部土木部長 おはようございます。 

 それでは、今定例会に提案しております土

木部関係の議案について御説明いたします。 

申しわけございませんが、着座にて御説明

させていただきます。 

今回提案しております議案は、平成31年度

当初予算関係議案５件、条例等関係議案４件

でございます。 

 まず、土木部における平成31年度当初予算

の概要について御説明いたします。 

 一般会計の予算額は913億600万円余を計上

しており、対前年度比94％となります。 

 特別会計は、港湾整備事業特別会計、臨海

工業用地造成事業特別会計、用地先行取得事

業特別会計及び流域下水道事業特別会計の４

つの特別会計合計で80億5,300万円余を計上

しており、対前年度比81.5％となります。 

 一般会計及び特別会計を合わせた予算額は

993億6,000万円余であり、対前年度比は92.9

％となります。 

 歳出予算の主な内容について御説明いたし

ます。 

 熊本地震等からの復旧、復興を加速化し、

熊本のさらなる発展を実現するため、熊本復

旧・復興４カ年戦略の４つの取り組みの方向

性に沿って御説明いたします。 

 まず、安心で希望に満ちた暮らしの創造に

ついてです。 

 復旧、復興に向けた最重要課題である住ま

いの再建について、災害公営住宅の建設支援

や住宅の耐震化を促進するとともに、みんな

の家を今後も有効に利活用できるための支援

策として、地域復興拠点づくり事業を創設い

たします。 

 また、土砂災害から住民の生命、財産を守

るため、いわゆるレッドゾーンからの移転促

進や早期避難のための周知を行う、危険地区

からの移転促進事業を強化いたします。 

 次に、未来へつなぐ資産の創造についてで

す。 

 公共土木施設の早期復旧に加え、災害に負

けない基盤づくりとして、九州の縦軸、横軸

となる九州中央自動車道、南九州西回り自動

車道、中九州横断道路及び有明海沿岸道路

(Ⅱ期)の整備を着実に進めてまいります。 

 地域高規格道路である熊本天草幹線道路に

つきましては、第二天草瀬戸大橋の工事を本

格化させるとともに、大矢野道路の整備に着

手してまいります。 

 また、熊本都市圏東部地域の復興まちづく

りを加速化させるため、県道熊本高森線の４

車線化のモデル地区先行整備や、益城町木山

地区の土地区画整理事業の仮換地指定を行

い、着実に復興を進めてまいります。 
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 次に、次代を担う力強い地域産業の創造に

ついてです。 

 建設産業界や教育機関と連携し、就職活動

を控えた高校生に県内建設企業を紹介するフ

ェアを開催するなど、建設産業への理解の促

進や魅力の発信を行い、県内建設産業の人材

確保、育成を引き続き促進してまいります。 

 最後に、世界とつながる新たな熊本の創造

についてです。 

 海の玄関口である八代港につきましては、

来年４月の供用開始に向け、国によるクルー

ズ船専用岸壁の整備、県による駐車場エリア

等の整備、ロイヤル・カリビアン社によるく

まモンパークなどおもてなしゾーンの整備を

３者で連携し、一体的に進めてまいります。 

 また、ことし開催されるラグビーワールド

カップ、そして女子ハンドボール世界選手権

大会に向けて、競技会場やその周辺、アクセ

ス道路等の沿道景観の改善を引き続き進めて

まいります。 

 以上が、熊本復旧・復興４カ年戦略に基づ

いた土木部における歳出予算の主な内容でご

ざいます。 

 次に、条例等議案につきましては、条例改

正３件、１級河川の指定変更に対する意見１

件の計４件について御審議をお願いしており

ます。 

 そのほか、報告事項につきましては、第３

次熊本県建設産業振興プラン(案)についてな

ど５件を報告させていただきます。 

 以上、議案の概要等を総括的に御説明申し

上げましたが、詳細につきましては、担当課

長から説明いたしますので、御審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

 今後とも、各事業の推進に積極的に取り組

んでまいりますので、委員各位の御支援と御

協力をよろしくお願い申し上げます。 

 

○増永慎一郎委員長 引き続き担当課長から

説明をお願いいたします。 

 

○藤本監理課長 監理課でございます。 

 本日は、説明資料としまして、建設常任委

員会説明資料１冊、その他報告事項としまし

て５件を準備しております。 

 また、平成31年度主要事業及び新規事業一

覧と平成31年度公共事業等費用負担調書につ

いて、参考としてお配りしておりますので、

後ほどごらんいただければと思います。 

 それでは、お手元の建設常任委員会説明資

料をお願いいたします。 

 平成31年度当初予算について説明いたしま

す。 

 １ページをお願いします。 

 平成31年度当初予算資料でございます。 

 上の表１段目の本年度予算額ですが、右側

の合計欄に記載のとおり、993億6,000万円

余、対前年度比92.9％となっております。 

 内訳としましては、表左から、一般会計の

普通建設事業で補助事業として473億4,100万

円余、県単事業として164億7,100万円余、直

轄事業として107億700万円余を計上しており

ます。災害復旧事業で補助事業として45億 

200万円余、県単事業として１億円、直轄事

業として16億9,300万円余を計上しておりま

す。投資的経費計としまして808億1,600万円

余、対前年度比93.5％となっております。消

費的経費としまして104億9,000万円余、対前

年度比97.9％となっております。一般会計計

としましては913億600万円余、対前年度比 

94.0％となっております。 

 右側の特別会計としましては、投資的経費

としまして30億600万円余、消費的経費とし

まして50億4,600万円余、特別会計計としま

しては80億5,300万円余、対前年度比81.5％

となっております。 

 一般会計、特別会計を合わせた予算額は、

右側合計欄のとおり、993億6,000万円余とな

ります。 

 次に、２ページをお願いいたします。 
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 平成31年度当初予算総括表でございます。 

 一般会計及び特別会計ごとに、各課ごとの

予算額とともに、右側に本年度当初予算額の

財源内訳を記載しております。 

 表右側、本年度当初予算額の財源内訳の最

下段をごらんください。 

 国庫支出金が275億4,300万円余、地方債が

442億6,200万円余、その他が124億900万円

余、一般財源が151億4,400万円余となってお

ります。 

 以上が土木部全体の予算額でございます。 

 引き続き、３ページをお願いいたします。 

 このページ以降、各課の当初予算の詳細を

記載しており、右側の説明欄には、通常もし

くは熊本地震関連と、それぞれ分けて内容を

記載しております。 

 それでは、監理課の予算について、主なも

のを説明させていただきます。 

 ２段目の職員給与費でございますが、表左

から３列目の本年度当初予算額欄のとおり、

４億9,700万円余を計上しております。 

 職員の給与費につきましては、２月補正予

算と同様に、職員給与費または事業費の職員

給与費として全ての課に出てまいりますの

で、監理課から代表して説明させていただ

き、各課からの説明は割愛させていただきま

す。 

 なお、記載はしておりませんが、土木部全

体の職員の給与費は61億2,600万円余を計上

しております。 

 次に、４段目の管理事務費でございます。

表左から３列目のとおり、３億6,000万円余

を計上しております。 

 表右側説明欄をごらんください。 

 主なものとしましては、熊本地震関連で他

県からの派遣職員の人件費に係る負担金とし

て３億5,200万円余を計上しております。 

 以降、本負担金については、関係各課にお

いても同様の所要額を計上しておりますの

で、各課からの説明は割愛させていただきま

す。 

 なお、記載しておりませんが、土木部全体

で４億400万円余を計上しております。 

 次に、６段目の公物・公告物管理指導費で

ございますが、表左から３列目のとおり、 

5,500万円余を計上しております。これは、

各広域本部、地域振興局土木部所管の公物・

公告物管理指導に要する経費でございます。 

 次に、７段目の土木行政情報システム費で

ございますが、8,200万円余を計上しており

ます。これは、ＣＡＬＳ／ＥＣ事業(電子入

札システム)に要する経費でございます。 

 次に、９段目、建設業費でございますが、

表左から３列目のとおり、2,400万円余を計

上しております。これは、建設業許可事務関

係等に要する経費でございます。 

 ４ページをお願いいたします。 

 ２段目の建設産業支援事業費でございます

が、表左から３列目のとおり、6,400万円余

を計上しております。これは、将来の建設産

業を支える人材の確保、育成を支援するもの

で、主なものとしては、若年技能者の雇用促

進に要する経費、建設産業のＰＲを行うイメ

ージアップ戦略事業に要する経費、若手技術

者等の育成支援に要する経費等となっており

ます。 

 以上、監理課の一般会計予算額は、合計

で、表左から３列目最下段のとおり、10億 

9,000万円余となります。 

 監理課からの説明は以上でございます。 

 よろしくお願いいたします。 

 

○馬場用地対策課長 用地対策課です。 

 平成31年度当初予算に計上の主なものにつ

いて御説明を申し上げます。 

 説明資料の５ページをお願いします。 

 まず、一般会計です。 

 ３段目の収用委員会費を2,200万円余計上

しています。これは、右側説明欄のとおり、

収用委員の報酬と収用委員会が実施します物
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件調査や委員会開催などの委員会運営に要す

る経費です。 

 最下段のとおり、一般会計合計で１億200

万円余を計上しています。 

 続きまして、６ページをお願いいたしま

す。 

 用地先行取得事業特別会計です。 

 用地先行取得事業は、本特別会計を使いま

して、あらかじめ用地を取得し、後年度に一

般会計において買い戻す制度です。 

 熊本天草幹線道路・本渡道路と県道熊本高

森線・街路名益城中央線の４車線化の事業で

活用しております。 

 １段目の道路新設改良費は、平成29年度か

ら30年度の２年間、本渡道路の用地補償費を

計上していましたが、順調に用地取得が進

み、31年度は取得予算の計上が不用となった

ものです。 

 ２段目の街路事業費は、引き続き、県道熊

本高森線の用地補償費として４億円を計上し

ています。 

 また、５段目の元金は、平成30年度までの

起債償還元金として８億7,100万円余、６段

目の利子は、同じく償還利子として700万円

余、合わせまして、公債費として８億7,800

万円余を計上しております。 

最下段のとおり、特別会計合計で12億7,800

万円余を計上しています。 

 用地対策課は以上です。 

 よろしくお願いいたします。 

 

○田尻土木技術管理課長 土木技術管理課で

ございます。 

 資料の７ページをお願いします。 

 主な予算について説明させていただきま

す。 

 まず、上から３段目の土木業務推進費とし

まして、表左から３列目のとおり、1,600万

円余を計上しております。これは、表右側の

説明欄にありますように、土木部職員の技術

力向上を図るための研修費負担金と、県内建

設技術者に対する建設事業に関する技術及び

業務の知識習得等に向けた研修委託費でござ

います。 

 次に、上から５段目の土木行政情報システ

ム費としまして、表左から３列目のとおり、

5,300万円余を計上しております。これは、

表右側の説明欄にありますように、工事の発

注、監督、検査及びこれらの進行管理に必要

な土木積算システムや、工事進行管理、電子

納品保管管理などのＣＡＬＳ／ＥＣシステム

に関する維持管理費等でございます。 

 以上、土木技術管理課の平成31年度当初予

算は、表左から３列目の最下段のとおり、１

億8,900万円余でございます。 

 土木技術管理課は以上でございます。 

 よろしくお願いします。 

 

○亀崎道路整備課長 道路整備課です。 

 平成31年度当初予算に計上しております予

算のうち、主なものについて御説明いたしま

す。 

 資料の９ページをお願いいたします。 

 上から３段目の国直轄事業負担金でござい

ますが、表左から３列目のとおり、53億6,700

万円余となっております。 

 右側の説明欄をごらんください。 

 これは、通常分としまして、九州中央自動

車道などの整備を行う国直轄事業に対する県

負担金でございます。 

 次に、下から２段目の道路改築費でござい

ますが、表左から３列目のとおり、24億6,000

万円となっております。 

 表右側の説明欄をごらんください。 

 これは、通常分としまして、熊本天草幹線

道路の国道324号本渡道路に加え、新たに国

道266号の大矢野道路の整備を予定しており

ます。 

 最下段の単県道路改築費でございますが、

16億9,500万円余となっております。 
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 表右側の説明欄をごらんください。 

 通常分としまして、部田見木葉線ほか71カ

所の整備を予定しております。 

 続きまして、10ページをお願いします。 

 １段目の地域道路改築費でございますが、

表左から３列目のとおり、105億7,100万円余

となっております。 

 表右側の説明欄をごらんください。 

 通常分としまして、大津植木線ほか87カ所

について101億7,100万円余、また、熊本地震

関連として、国道325号について４億円とな

っております。 

 次に、４段目の道路施設保全改築費の橋梁

補修分でございますが、表左から３列目のと

おり、28億7,600万円余となっております。 

 表右側の説明欄をごらんください。 

 通常分として、水俣田浦線の栄橋ほか87カ

所について27億600万円余、熊本地震関連と

して、緊急輸送道路である国道218号の上司

尾橋ほか１カ所について１億7,000万円とな

っております。 

 下から２段目の単県橋りょう補修費でござ

いますが、表左から３列目のとおり、５億 

9,400万円余となっております。 

 表右側の説明欄をお願いします。 

 これは、比較的小規模な橋梁の補修、補強

等を行う経費で、八代鏡宇土線の新道橋ほか

39カ所を予定しております。 

 続きまして、11ページをお願いいたしま

す。 

 ２段目の地方道路整備臨時貸付金元金でご

ざいますが、表左から３列目のとおり、２億

7,600万円余となっております。 

 表右側の説明欄をごらんください。 

 これは、道路事業の地方負担の一般財源を

対象としまして、平成20年度から平成24年度

に無利子で借り入れた分の償還金でございま

す。 

 以上、道路整備課の平成31年度当初予算額

は、表左から３列目の最下段のとおり、242

億2,700万円余となります。 

 最後に、今回、債務負担行為の設定を２カ

所お願いしております。 

 恐縮でございますが、９ページにお戻りく

ださい。 

 下から２段目の道路改築費の表右側の説明

欄をお願いいたします。 

 １つ目は、国道324号第二天草瀬戸大橋の

上部工工事等でございます。 

 次に、10ページの１段目にあります地域道

路改築費の表右側の説明欄をお願いします。 

 国道389号の下田南トンネルの工事でござ

います。 

 道路整備課は以上でございます。 

 よろしくお願いいたします。 

 

○勝又道路保全課長 道路保全課でございま

す。 

 31年度当初予算に計上しております予算の

うち、主なものについて御説明をいたしま

す。 

 13ページをお願いいたします。 

 上から３段目の道路管理費ですが、3,400

万円余を計上しております。これは、表右側

説明欄のとおり、道路損害賠償責任保険、道

路台帳補正等に要する経費でございます。 

 次に、最下段の単県道路災害防除費は、小

規模な落石対策などの防災工事を行うもの

で、表右側説明欄のとおり、熊本地震関連の

４億3,000万円余を含め、８億8,700万円余を

計上しております。 

 次に、14ページをお願いいたします。 

 単県道路修繕費は、表右側説明欄のとお

り、道路パトロール等を行う単県道路維持修

繕費、街路樹の剪定や除草を行う道路美化対

策事業費並びに道路施設の修繕等を行う単県

道路施設修繕費で、熊本地震関連の１億 

3,000万円余を含め、39億8,000万円余を計上

しております。 

 次に、単県道路環境整備事業費は、ことし
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開催されます国際スポーツ大会に向けた県の

おもてなしの一環として、沿道景観や緑化環

境の改善等、将来のメンテナンスコストを重

視しました植栽構造の改善を行うための経費

で２億5,200万円余を計上いたしておりま

す。 

 ３段目の単県交通安全施設等整備事業費

は、表右側説明欄のとおり、区画線や防護柵

などの交通安全施設や道路案内標識などを整

備する経費で、熊本地震関連の2,100万円余

を含め、２億4,900万円余を計上しておりま

す。 

 次に、最下段の道路舗装費は、表右側説明

欄のとおり、舗装補修、側溝整備並びに旧道

移管に要する経費で、熊本地震関連の計８億

6,300万円余を含め、27億5,400万円余を計上

しております。 

 続きまして、15ページをお願いいたしま

す。 

 道路施設保全改築費ですが、表右側説明欄

のとおり、落石対策等の防災工事を行う道路

災害防除事業、通学路の歩道整備等を行う交

通安全施設等整備事業、舗装補修事業、道路

施設の修繕等を行う施設修繕事業等の経費

で、熊本地震関連の計５億800万円余を含め

まして、81億3,700万円余を計上いたしてお

ります。 

 以上、道路保全課の当初予算総額は、表左

から３列目の最下段のとおり、170億4,900万

円余となります。 

 道路保全課からは以上でございます。 

 

○坂井都市計画課長 都市計画課でございま

す。 

 今回平成31年度当初予算に計上しておりま

す予算のうち、主なものについて御説明いた

します。 

 17ページをお願いします。 

 上から３段目の景観整備推進費でございま

すが、表左から３列目のとおり、2,800万円

余となっております。 

 表右側説明欄をごらんください。 

 これは、通常分といたしまして、緑化景観

対策や民間施設の緑化推進などを予定してお

ります。 

 次に、下から２段目の公園維持費でござい

ますが、表左から３列目のとおり、１億9,100

万円余となっております。 

 表右側説明欄をごらんください。 

 これは、通常分といたしまして、テクノ中

央緑地や水俣広域公園など、指定管理者管理

委託等を予定しております。 

 18ページをお願いいたします。 

 上から３段目の都市計画調査費でございま

すが、表左から３列目のとおり、8,200万円

余となっております。 

 表右側説明欄をごらんください。 

 これは、通常分といたしまして、都市計画

の決定、変更に向けた調査検討を予定してお

ります。 

 次に、上から５段目の土地区画整理事業費

でございますが、表左から３列目のとおり、

20億円となっております。 

 表右側説明欄をごらんください。 

 これは、熊本地震関連といたしまして、益

城中央被災市街地復興土地区画整理に伴う文

化財や建物等の調査、建物等の移転補償、道

路や宅地の整備等を予定しております。 

 次に、下から２段目の単県街路促進事業費

及び最下段の街路整備事業費でございます

が、ともに都市計画道路の整備を予定してお

ります。 

 まず、単県街路促進事業でございますが、

表左から３列目のとおり、9,200万円余とな

っております。 

 表右側説明欄をごらんください。 

 通常分といたしまして、南部幹線ほか４カ

所に4,900万円余、熊本地震関連といたしま

して、益城中央線、県道熊本高森線のことで

すが、こちらに4,300万円となっておりま
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す。  

 次に、最下段の街路整備事業費でございま

すが、表左から３列目のとおり、39億5,200

万円余となっております。 

 表右側説明欄をごらんください。 

 通常分といたしまして、南部幹線ほか１カ

所に７億200万円余、熊本地震関連といたし

まして、益城中央線に32億5,000万円となっ

ております。 

 19ページをお願いいたします。 

 上から２段目の都市公園整備事業費でござ

いますが、表左から３列目のとおり、５億 

4,700万円余となっております。 

 表右側説明欄をごらんください。 

 通常分といたしまして、熊本県民総合運動

公園ほか６カ所の改修に４億8,700万円余、

熊本地震関連といたしまして、広域防災拠点

の機能強化を図るため、熊本県民総合運動公

園のパークドーム熊本における照明や天井な

ど、非構造部材の落下防止対策として6,000

万円となっております。 

 次に、上から５段目の地方道路整備臨時貸

付金元金でございますが、表左から３列目の

とおり、2,900万円余となっております。 

 表右側説明欄をごらんください。 

 これは、平成21年度から平成24年度に国か

ら無利子で借り入れた分の償還金でございま

す。 

 以上、都市計画課の平成31年度の当初予算

額は、表左から３列目最下段のとおり、72億

2,700万円余となります。 

 都市計画課からは以上です。 

 よろしくお願いします。 

 

○渡辺下水環境課長 下水環境課でございま

す。 

 下水環境課は、一般会計と流域下水道事業

特別会計に分かれておりますので、まず、一

般会計から、平成31年度当初予算に計上して

おります予算のうち、主なものについて御説

明いたします。 

 21ページをお願いいたします。 

 上から４段目の一般廃棄物等対策費でござ

いますが、表左から３列目のとおり、２億 

4,900万円余を計上しております。 

 これは、表右側説明欄のとおり、浄化槽整

備事業の通常分といたしまして１億8,200万

円余、熊本地震関連分といたしまして6,500

万円余などでございますが、これは、主に浄

化槽の設置者に補助を行う市町村に助成を行

うものでございます。 

 22ページをお願いいたします。 

 上から３段目の団体営農業集落排水事業費

でございますが、表左から３列目のとおり、

２億300万円余、下から４段目の漁業集落環

境整備事業費では２億6,700万円余を計上し

ております。これは、主に市町村が実施する

事業に対する国からの交付金を一旦県が受け

入れ、再交付する間接補助に要する経費でご

ざいます。 

 23ページをお願いいたします。 

 下から３段目の特別会計繰出金でございま

すが、表左から３列目のとおり、３億3,800

万円余を計上しております。これは、主に流

域下水道事業特別会計への公債費などの財源

充当のための繰出金でございます。 

 以上、下水環境課の一般会計の予算総額

は、23ページ、表左から３列目の最下段のと

おり、11億7,400万円余でございます。 

 続きまして、流域下水道事業特別会計の主

なものについて御説明いたします。 

 24ページをお願いいたします。 

 本県では、３つの流域下水道事業を管理運

営しておりますが、まず、熊本市、合志市、

菊陽町を対象とする熊本北部流域下水道事業

のうち、上から３段目の熊本北部流域下水道

管理費でございますが、表左から３列目のと

おり、下水処理を行うための維持管理費９億

9,900万円余を計上しております。 

 次に、上から６段目の熊本北部流域下水道
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建設費でございますが、表左から３列目のと

おり、１億100万円余を計上しております。

これは、処理場の改築工事及び耐震対策など

に要する費用でございます。 

 続きまして、あさぎり町など上球磨４町１

村を対象とする球磨川上流流域下水道事業の

うち、下から４段目の球磨川上流流域下水道

管理費でございますが、表左から３列目のと

おり、下水処理を行うための維持管理費２億

4,900万円余を計上しております。 

 次に、最下段の球磨川上流流域下水道建設

費でございますが、表左から３列目のとお

り、5,100万円余を計上しております。これ

は、処理場の耐震対策などに要する費用でご

ざいます。 

 25ページをお願いいたします。 

 続きまして、八代市、宇城市、氷川町を対

象とする八代北部流域下水道事業のうち、上

から２段目の八代北部流域下水道管理費でご

ざいますが、表左から３列目のとおり、下水

処理を行う維持管理費２億6,400万円余を計

上しております。 

 次に、上から５番目の八代北部流域下水道

建設費(交付金事業)でございますが、表左か

ら３列目のとおり、８億円余を計上しており

ます。これは、処理場の中央監視制御設備な

どの改築更新及び氷川町宮原処理区の編入に

係る施設整備などに要する費用でございま

す。 

 次に、下から５段目の八代北部流域下水道

建設費(単独事業)でございますが、表左から

３列目のとおり、2,500万円余を計上してお

ります。これは、河川改修による橋梁つけか

えに伴う下水管渠工事などに係る費用でござ

います。 

 続きまして、下から３段目の元金及び下か

ら２段目の利子でございますが、表左から３

列目のとおり、それぞれ６億300万円余及び

１億200万円余を計上しております。これ

は、平成31年度に償還する下水道事業債の公

債費でございます。 

 以上、流域下水道事業特別会計の予算総額

は、26ページ、表左から３列目の最下段のと

おり、32億4,800万円余となります。 

 下水環境課からは以上でございます。 

 よろしくお願いいたします。 

 

○竹田河川課長 河川課でございます。 

 平成31年度当初予算に計上しております予

算のうち、主なものについて御説明いたしま

す。 

 資料の27ページをお願いいたします。 

 まず、上から４段目の国直轄事業負担金で

ございますが、表左から３列目のとおり、32

億6,800万円余となっています。これは、河

川改修事業等の国直轄事業に対する県負担金

です。 

 次に、上から６段目の河川海岸維持修繕費

で６億1,300万円余となっています。これ

は、河川及び海岸施設の点検や維持修繕に係

る費用です。 

 次に、最下段の河川掘削事業費として７億

1,600万円余となっています。これは、河道

内に堆積した土砂の除去に要する費用で、そ

のうち、熊本地震関連として、白川につきま

して１億6,000万円余となっています。 

 28ページをお願いいたします。 

 １段目のダム管理運営費で２億6,100万円

余となっています。これは、市房ダムなど、

土木部が管理する６つのダムの管理運営費用

等です。 

次に、５段目の河川改修事業費で28億2,100

万円余となっています。これは、国からの交

付金を活用して実施する白川ほか14カ所の河

川改修費用です。 

 次に、その下の段の堰堤改良費で４億5,000

万円となっています。これは、市房ダムほか

１ダムにおいて機器等の設備更新を行うもの

です。 

 次に、その下の段の単県河川改良費で８億
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6,700万円余となっています。これは、県単

独事業として行う河川改良事業等に要する費

用です。 

 内訳としまして、右側の説明欄に記載のと

おり、単県河川改良費として浜戸川ほか17カ

所に７億1,600万円余、樋門や水門といった

特定構造物の改築事業として坪井川遊水地ほ

か13カ所に１億5,000万円余となっておりま

す。 

 次に、最下段の単県ダム改良費で２億3,400

万円余となっています。これは、県単独事業

として行うダム関連事業に要する費用です。 

 29ページをお願いします。 

 １段目の単県河川等災害関連事業費として

12億2,900万円余となっています。これは、

地震や豪雨等で被災し、補助災害復旧事業で

行う復旧箇所に隣接する箇所の改修や補強工

事を行う費用で、一連区間の治水、砂防、道

路等の機能の確保や再度災害防止を図るため

のものです。 

 右側の説明欄に記載のとおり、内訳としま

して、通常分、これは、平成24年熊本広域大

水害関係ですが、３億6,300万円余、熊本地

震関連として８億6,500万円余となっており

ます。 

 次に、３段目の海岸高潮対策事業費で１億

8,500万円となっています。これは、荒尾海

岸ほか１カ所について、国の交付金を活用し

て海岸保全施設の整備を行う費用です。 

 次に、下から４段目の海岸保全施設補修事

業費で２億3,300万円となっています。これ

は、男島海岸ほか３カ所について、国の交付

金を活用して、老朽化した海岸保全施設の防

護機能の回復、強化を行う費用です。 

 30ページをお願いします。 

 ３段目の直轄災害復旧事業負担金で16億 

9,300万円余となっています。これは、国が

行う熊本地震で被災した国道57号等の直轄災

害復旧事業に対する県負担金です。 

 次に、４段目の過年発生国庫補助災害復旧

費で25億3,600万円余となっています。これ

は、過年に発生した地震や豪雨等で被災した

道路、河川等の公共土木施設の復旧を行う費

用です。 

 この災害復旧事業に関しましては、従来、

災害発生年度を含む３カ年度内に事業を完了

するよう国費の配分がございます。しかし、

平成28年の熊本地震や豪雨に伴い被災した施

設でまだ復旧に至っていない分につきまし

て、被災後４年目となる平成31年度の施行に

ついて、国から認めていただくことになりま

した。その分として、右側説明欄の熊本地震

関連に記載のとおり、21億1,100万円余とな

っております。 

 次に、その下の段の現年発生国庫補助災害

復旧費で９億3,000万円余となっておりま

す。これは、平成31年度に発生する公共土木

施設災害の復旧費用として待ち受け予算とな

ります。 

 次に、その下の段の河川等災害復旧受託事

業費で10億円余となっています。これは、熊

本地震関連として益城町等から受託して行う

橋梁等の災害復旧事業に要する費用です。 

 以上、河川課の平成31年度当初予算とし

て、資料31ページの表左から３列目の最下段

のとおり、185億1,300万円余となります。 

 また、今回、工事に伴う債務負担行為の設

定をお願いしております。 

 恐れ入りますが、資料28ページにお戻りく

ださい。 

 下から３段目の堰堤改良費の表右側説明欄

をごらんください。 

 氷川ダムの管理用制御処理装置の更新工事

として、平成32年度に１億2,000万円を限度

額とする債務負担行為の設定をお願いしてお

ります。 

 河川課からは以上でございます。 

 よろしくお願いいたします。 

 

○松永港湾課長 港湾課でございます。 
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 33ページをお願いいたします。 

 港湾課には、一般会計と２つの特別会計が

ございます。 

 まず、平成31年度当初予算のうち、一般会

計に計上しております主なものについて御説

明いたします。 

 ４段目の海岸諸費でございますが、表左か

ら３列目のとおり、1,100万円余となってお

ります。これは、排水機場等の維持管理に要

する経費でございます。 

 最下段の重要港湾改修事業費でございます

が、表左から３列目のとおり、10億8,300万

円余となっております。これは、八代港のク

ルーズ拠点整備において大型バス等の駐車エ

リアの施設整備等に要する経費でございま

す。 

 34ページをお願いいたします。 

 １段目の海岸高潮対策事業費でございます

が、表左から３列目のとおり、１億9,100万

円余となっております。 

 表右側説明欄をごらんください。 

 通常分として、姫戸港海岸ほか２港海岸で

8,700万円余、熊本地震関連の百貫港海岸で

１億400万円となっております。これは、津

波、高潮発生時に備え、海岸堤防等の海岸保

全施設の防災機能を確保するための調査及び

改修を行うものでございます。 

 ２段目の単県港湾修築事業費でございます

が、表左から３列目のとおり、１億1,300万

円余となっております。これは、県管理港湾

における小規模な港湾施設の改良や補修等に

要する経費でございます。 

 ４段目の港湾施設保安対策事業費でござい

ますが、表左から３列目のとおり、２億200

万円余となっております。これは、国際港湾

施設の保安対策として、八代港、熊本港、三

角港における国際埠頭の警備業務や八代港の

クルーズ拠点整備に伴うフェンスや監視カメ

ラの整備に要する経費でございます。 

 ５段目の国直轄事業負担金でございます

が、表左から３列目のとおり、12億8,500万

円余となっております。これは、熊本港及び

八代港において国が実施する港湾整備事業等

の県負担金でございます。 

 ６段目の港湾環境整備事業費でございます

が、表左から３列目のとおり、２億800万円

となっております。これは、熊本港における

航路等のしゅんせつに伴う土砂処分場の整備

に要する経費でございます。 

 下から３段目の単県港湾整備事業費でござ

いますが、表左から３列目のとおり、13億 

5,800万円余となっております。 

 表右側説明欄をごらんください。 

 単県港湾維持浚渫事業として、熊本港ほか

４港における泊地や航路の維持しゅんせつ、

港湾利活用促進事業として、八代港における

クルーズ船寄港時における仮設の夜間照明や

旅客船浮き桟橋の整備等に要する経費などで

ございます。 

 下から２段目の港湾補修事業費でございま

すが、15億3,500万円余となっております。

これは、三角港ほか11港において港湾施設の

改良や補修等を行うものでございます。 

 次に、35ページをお願いいたします。 

 ２段目の空港管理費でございますが、表左

から３列目のとおり、３億5,700万円余とな

っております。 

 表右側説明欄をごらんください。 

 空港の管理運用、消防及び気象観測等の業

務を行う天草空港管理運営費として２億円

余、また、老朽化した施設の修繕や機器更新

等を行う天草空港修繕費として１億5,700万

円余となっております。 

 ６段目の港湾整備事業特別会計繰出金でご

ざいますが、港湾整備事業特別会計における

起債償還に充てるために、一般会計からの繰

出金として８億7,200万円余となっておりま

す。 

 以上、港湾課の一般会計総額といたしまし

て、表左から３列目の最下段のとおり、74億
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7,800万円余となります。 

 36ページをお願いいたします。 

 続きまして、平成31年度当初予算のうち、

港湾整備事業特別会計に計上しております主

なものについて御説明いたします。 

 ２段目の施設管理費でございますが、表左

から３列目のとおり、４億7,000万円余とな

っております。 

 表右側説明欄をごらんください。 

 施設管理諸費(経常分)として３億2,100万

円余、クルーズ船寄港対策事業として、港湾

管理上必要となる警備業務等に要する経費と

して5,100万円余となっております。 

 ３段目の港湾修築費でございますが、表左

から３列目のとおり、３億9,900万円となっ

ております。これは、熊本港ほか２港で港湾

施設の維持修繕を行うものでございます。 

 ５段目の県管理港湾施設整備事業費でござ

いますが、表左から３列目のとおり、２億 

9,200万円となっております。 

 表右側説明欄をごらんください。 

 物流拠点機能向上事業として、コンテナタ

ーミナルの関連施設整備等の経費4,200万

円、ふ頭用地造成事業として２億5,000万円

となっております。 

 下から４段目の公債費計でございますが、

起債償還の元金と利子を合わせて、表左から

３列目のとおり、22億9,600万円余となって

おります。 

 以上、港湾課の港湾整備事業特別会計総額

といたしまして、表左から３列目の最下段の

とおり、34億5,800万円余となります。 

 次に、37ページをお願いいたします。 

 続きまして、平成31年度当初予算のうち、

臨海工業用地造成事業特別会計に計上してお

ります予算について御説明いたします。 

 ２段目の漁業振興費でございますが、表左

から３列目のとおり、5,000万円となってお

ります。これは、熊本港周辺海域における漁

業振興を図るため、漁場の整備等への補助や

稚魚の放流を行うものでございます。 

 ３段目の熊本港臨海用地造成事業費でござ

いますが、熊本港臨海用地の管理等に要する

費用として、表左から３列目のとおり、1,700

万円余となっております。 

 以上、港湾課の臨海工業用地造成事業特別

会計総額といたしまして、表左から３列目の

最下段のとおり、6,700万円余となります。 

 港湾課からは以上でございます。 

 よろしくお願いいたします。 

 

○中山砂防課長 砂防課でございます。 

 資料の39ページをお願いいたします。 

 今回の平成31年度当初予算に計上しており

ますうちで、主なものについて御説明をいた

します。 

 上から５段目の通常砂防事業費でございま

すが、表左から３列目のとおり、５億8,100

万円余を計上しております。 

 表右端の説明欄をごらんください。 

 通常分としまして、甲佐町の坂谷川ほか11

カ所における土砂災害防止のための砂防堰堤

等の整備に要する経費でございます。 

 次に、下から２段目の急傾斜地崩壊対策事

業費で12億3,300万円余を計上しておりま

す。 

 説明欄の通常分といたしまして、芦北町の

丸尾Ｂ地区ほか20カ所で６億7,900万円余、

熊本地震関連分としまして、南小国町の高鼻

地区ほか２カ所で５億5,300万円余を計上し

ております。これは、崖崩れ災害防止のため

の擁壁工などの整備に要する経費でございま

す。 

 次、40ページをお願いいたします。 

 上から５段目の国直轄事業負担金で７億

8,500万円余を計上しております。通常分と

しまして、川辺川流域で１億7,900万円余、

熊本地震関連分としまして、阿蘇地域で６億

600万円余を計上しております。 

 次に、最下段の砂防激甚災害対策特別緊急
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事業費で17億7,300万円余を計上しておりま

す。 

 熊本地震関連分としまして、砂防対策で阿

蘇市の西湯浦川ほか３カ所で４億2,500万円

余、地滑り対策で南阿蘇村の高野台地区ほか

１カ所で13億4,800万円余を計上しておりま

す。これは、熊本地震による土砂の崩壊等に

対処するための砂防設備や地すべり防止施設

などの整備に要する経費でございます。 

 次、41ページをお願いいたします。 

 最上段の火山砂防事業費で37億1,400万円

余を計上しております。 

 通常分としまして、熊本市の百山谷川ほか

24カ所で19億8,900万円余、熊本地震関連分

としまして、大津町の外牧川ほか６カ所で16

億8,300万円余を計上しております。これ

は、火山地域における砂防堰堤等の整備に要

する経費でございます。 

 次に、上から４段目の土砂災害警戒避難対

策事業費で８億7,300万円余を計上しており

ます。 

 通常分としまして、情報基盤事業で２億 

4,700万円余、危険地区からの移転促進事業

の住民周知で1,800万円余、熊本地震関連分

としまして、砂防関係基礎調査事業で４億 

5,700万円余、危険地区からの移転促進事業

で１億5,000万円を計上しております。これ

は、警戒避難体制の整備強化に要する経費、

土砂災害に対する危険区域の指定に要する経

費及び土砂災害特別警戒区域、いわゆるレッ

ドゾーン内の居住者の安全な区域への移転促

進を目的とした経費でございます。 

 以上、砂防課の平成31年度当初予算総額

は、表左から３列目の最下段のとおり、108

億1,300万円余となります。 

 砂防課からは以上でございます。 

 

○松野建築課長 建築課でございます。 

 今回の平成31年度当初予算に計上しており

ます予算のうち、主なものについて御説明い

たします。 

 43ページをお願いいたします。 

 まず、４段目のくまもとアートポリス推進

費ですが、表左から３列目のとおり、2,100

万円余となっております。 

 表右側説明欄をごらんください。 

 通常分としまして、アートポリス事業の推

進に要する経費について1,200万円余、熊本

地震関連としまして、熊本地震の復興拠点づ

くりとして、みんなの家の利活用促進に要す

る経費について900万円余となっておりま

す。 

 次に、６段目の建築基準行政費ですが、表

左から３列目のとおり、３億1,100万円余と

なっております。 

 表右側説明欄をごらんください。 

 通常分としまして、建築基準の指導及び建

築物の防災対策を推進するための経費並びに

危険ブロック塀等の撤去支援に要する経費等

に4,900万円余、熊本地震関連としまして、

住宅の耐震化に要する経費等に２億6,100万

円余となっております。 

 次の44ページをお願いいたします。 

 ２段目のがけ地近接等危険住宅移転事業費

ですが、表左から３列目のとおり、2,500万

円となっております。 

 表右側説明欄をごらんください。 

 通常分としまして、がけ地近接等危険住宅

移転事業に要する経費について200万円、熊

本地震関連としまして、危険地区からの移転

促進事業に要する経費について2,300万円と

なっております。 

 以上、建築課の予算総額は、表左から３列

目の最下段のとおり、７億7,300万円余とな

ります。 

 建築課からは以上でございます。 

 よろしくお願いいたします。 

 

○重松営繕課長 営繕課でございます。 

 今回の平成31年度当初予算に計上しており
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ます予算のうち、主なものについて御説明い

たします。 

 資料の45ページをお願いいたします。 

 ３段目の営繕管理費でございますが、表左

から３列目のとおり、４億4,300万円余とな

っております。これは、外壁改修や防水改修

などの小規模な工事で県有施設の保全改修等

に要する経費でございます。 

 なお、大規模な改修工事や新築工事につき

ましては、各施設の所管課が別途予算要求を

行い、所管課からの施工依頼を受けて、営繕

課で工事を実施しております。 

 以上、営繕課の予算総額は、表左から３列

目の最下段のとおり、６億5,100万円余とな

っております。 

 営繕課からは以上でございます。 

 よろしくお願いいたします。 

 

○小路永住宅課長 住宅課でございます。 

 今回の31年度当初予算に計上しております

予算のうち、主なものについて御説明いたし

ます。 

 47ページをお願いします。 

 上から３段目の公営住宅維持管理費でござ

いますが、表左から３列目のとおり、７億 

9,300万円余となっております。 

 表右側説明欄をごらんください。 

 通常分としまして、公営住宅維持補修費や

管理事務費について７億6,300万円余、熊本

地震関連といたしまして、公営住宅維持補修

費について2,900万円余となっております。  

 次に、下から３段目の公営住宅建設費でご

ざいますが、表左から３列目のとおり、9,500

万円余となっております。 

 表右側説明欄をごらんください。 

 通常分としまして、公営住宅整備費につい

て9,100万円余、住宅施策諸費について300万

円余となっております。 

 48ページをお願いします。 

 上から１段目の公営住宅ストック総合改善

事業費でございますが、表左から３列目のと

おり、７億2,600万円余となっております。 

 表右側説明欄をごらんください。 

 通常分としまして、県営住宅を長期間有効

に活用するための改修に要する経費でござい

ます。 

 次に、３段目の高齢者向け優良賃貸住宅供

給促進事業費でございますが、表左から３列

目のとおり、１億6,300万円余となっており

ます。 

 表右側説明欄をごらんください。 

 通常分としまして、高齢者向け優良賃貸住

宅家賃減額補助について8,300万円余、サー

ビス付き高齢者向け住宅供給促進事業につい

て8,000万円となっております。 

 この結果、住宅課の予算総額は、表左から

２列目最下段のとおり、20億1,300万円余と

なります。 

 住宅課からは以上でございます。 

 よろしくお願いします。 

 

○坂井都市計画課長 都市計画課でございま

す。 

 49ページをお願いします。 

 第89号議案、熊本都市計画事業益城中央被

災市街地復興土地区画整理事業施行条例の一

部を改正する条例の制定についてでございま

す。 

 50ページの概要により御説明いたします。 

 これは、益城中央被災市街地復興土地区画

整理事業の実務を行います益城復興事務所の

益城町への移転に伴い、関係規定を整備する

ものでございます。 

 なお、この条例の施行日につきましては、

本年４月１日を予定しております。 

 次に、51ページをお願いします。 

 第90号議案の熊本県都市公園条例の一部を

改正する条例の制定についてでございます。 

 55ページの概要により御説明いたします。 

 これは、熊本県民総合運動公園におけるラ
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グビーワールドカップ関連の施設改修、水俣

広域公園の施設整備及び本年10月に予定され

ている消費税改正などに伴い、使用料に係る

関係規定を整備するもので、具体的には、３

の内容にありますとおり、万日山緑地公園に

公園施設となります自動販売機などを設置す

る際の使用料の追加や、イ、県民総合運動公

園陸上競技場の更衣室、大型映像装置、ウの

水俣広域公園のテニスコート設置に伴い、使

用料に係る関係規定の整備を行うものです。 

 都市計画課からは以上でございます。 

 よろしくお願いします。 

 

○松野建築課長 建築課でございます。 

 57ページをお願いします。 

 議案第91号、熊本県建築基準条例の一部を

改正する条例の制定についてでございます。 

 右ページの概要により御説明いたします。 

 これは、建築基準法の改正に伴い、文言の

修正、規定の削除及び条項のずれが生じてい

ることから、条例関係の規定を整理するとと

もに、法改正の趣旨に鑑みて、条例の規定に

ついて必要な見直しを行うものでございま

す。 

 なお、この条例の施行日につきましては、

公布の日とします。 

 ただし、条例第28条につきましては、改正

建築基準法の施行日に合わせることとしてお

ります。 

 建築課からは以上でございます。 

 よろしくお願いいたします。 

 

○竹田河川課長 河川課でございます。 

 資料59ページをお願いします。 

 議案第106号、河川法第４条第１項の一級

河川の指定の変更に対して意見を述べること

についてでございます。 

 右側の60ページの概要にて御説明いたしま

す。 

 産山村内を流れる１級河川大野川水系の玉

来川は、以前から山鹿川と呼ばれていまし

た。このため、産山村内の区間に限り、山鹿

川という名称に復元させるため、地元有志に

よる署名活動を初めとした官民一体の要望を

踏まえ、県としても名称変更に取り組むこと

とし、昨年７月、国土交通省に１級河川の指

定の変更に係る調書を提出しております。 

 このたび、国土交通大臣が１級河川の指定

を変更するに当たり、河川法第４条第３項及

び第６項の規定に基づく知事の意見を求めら

れました。これを受けて、異議はないとの意

見を述べたいと考えておりますが、河川法の

規定により、知事が意見を述べるときは議会

の議決を経る必要がありますので、本議案を

提出させていただいております。 

 なお、具体的な変更内容は、表に記載のと

おり、２点ございます。 

 １つ目は、河川の名称ですが、玉来川から

玉来川(山鹿川を含む。)に改めるというもの

です。 

 この変更により、産山村内を流れる区間を

河川法上も山鹿川と呼ぶことができるように

なります。 

 ２つ目は、区間のうち、上流端についてで

す。上流端につきましては、位置そのものに

変更はございませんが、表記について、橋梁

を用いた明確な表記に変更するものです。 

 河川課からは以上でございます。 

 よろしくお願いいたします。 

 

○増永慎一郎委員長 以上で執行部の説明が

終わりましたので、議案等についての質疑を

受けたいと思います。 

 質疑はございませんか。 

 

○山本伸裕委員 河川課の27、28ページに関

連してお尋ねしたいんですけれども、昨年、

政府のほうで気候変動適応計画ということ

で、もう既に異常気象が頻発しておりますけ

れども、特に洪水あるいは高潮が大規模化す
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るというふうに考えて堤防強化というような

方針が出されているんですよね。ちょっと予

算を見る限り、その堤防強化とかあるいは河

床掘削とかそこら辺の、あんまり変化がない

ように見えるんですけれども、どの程度、政

府のこういった気候変動に対応するという方

針に対して、県のほうでは検討されているの

かということをお聞きしたい。 

 

○竹田河川課長 河川課でございます。 

 気候変動適応計画に直接的に関係する予算

は、今回計上してございません。国土強靱化

等に係ります緊急３カ年、これにつきまして

は、今年度、30年度の補正予算として、２

月、前回議決いただいたところですが、31、

32年度も予定はされておりますが、まだ具体

的な中身が国会のほうも通っておりませんの

で、それにつきましては、今回の当初予算に

は計上していないというところでございま

す。 

 以上です。 

 

○山本伸裕委員 わかりました。 

 やっぱりことしも非常に大災害といいます

か、ということが現実には懸念されるわけ

で、そういう点では、堤防強化というのは、

特にやっぱり緊急の、喫緊の課題ではないか

と思うんですよね。だから、想定外の洪水、

降雨量があった場合、堤防を越水しても堤防

は壊れないと。そういう堤防強化の対策とい

うのは、ぜひ県として雨季に備えて検討を急

いでいただきたいなというのが要望でござい

ます。 

 

○森浩二委員 道路整備課にちょっとお聞き

します。 

 玉名立花線の件ですけれども、これは、私

も、もう議員を終わりますけれども、一般質

問で２回ほど質問したと思いますけれども、

玉名の中心部にあって幅員が２メーターぐら

いで農道みたいな主要地方道ですけれども、

もう事業が始まって30年ぐらいになりますけ

れども、今どういう状況か、来年度はどうい

うふうになるのか、教えてください。 

 

○亀崎道路整備課長 玉名立花線の河崎地区

ということでございますが、ここについて

は、過去にも何度か道路改良の計画があった

箇所というふうに承知しております。 

 今現在におきましては、新玉名駅へのアク

セス道路、市中心部からのアクセス道路とし

て、平成27年度から交付金事業として取り組

んでございます。そのうち、最も幅員が狭い

区間、大体１キロぐらいだったと思います

が、その区間を優先的に、今用地交渉、用地

買収、用地取得を進めておるところでござい

ます。 

 地元の皆様からの要望というのも我々受け

とめておりますし、委員から、これまでもい

ろいろ御支援を賜ってきたという箇所でござ

いまして、我々もそこは精いっぱい事業を進

めたいというふうに思っております。 

 現状につきましては、用地取得が今年度で

大体30％ぐらいの見込みかなというところで

認識しております。 

 以上です。 

 

○森浩二委員 これはどれに入っとかね、予

算。 

 

○亀崎道路整備課長 資料10ページの上から

１段目の地域道路改築費105億7,100万円余、

この項目に該当いたします。 

 

○森浩二委員 この中に入っているわけです

ね。はい、わかりました。 

 

○増永慎一郎委員長 ほかにありませんか。 

 

○髙島和男委員 監理課、４ページです。 
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 建設産業支援事業費ということで、通常

分、若年技能者の雇用促進事業と産業イメー

ジアップ、もろもろ書いてありますけれど

も、もう少しちょっと具体的に、今どういう

事業かという取り組みあたりを教えていただ

きたいと思います。 

 

○藤本監理課長 まず、若年技能者の雇用促

進事業についてですが、こちらにつきまして

は、40歳未満の２年目未満に採用された方に

対する賃金の助成を行っております。 

 それから、イメージアップ戦略事業につき

ましては、今は映画館等でコマーシャルをや

ったり、あるいは子供の科学フェアの中で、

幼児の方に重機に乗る体験をしてもらったり

してイメージアップを図っていると。 

 それから、若手技術者等の育成支援事業に

つきましては、これは、資格取得をされる企

業で、資格取得のための経費について助成を

行うという事業でございます。 

 それから、建設産業の入職支援事業につい

ては、１つは、熊本県の建産連の中に女子会

がつくられておりまして、そこの活動に対す

る支援。それと、もう一つ、今年度から新た

に始める取り組みとして、人材育成のあり方

の調査検討を行いたいと思っておりまして、

これは後ほど説明させていただく予定なんで

すけれども、今建設産業は、技術者の方とか

技能士の方、さまざまな職種の方がおられま

すけれども、県で、例えば、建設技術センタ

ーで研修等を行っているんですけれども、そ

の中で、どういうメニューで今後研修を行っ

たらいいかという調査を今後やりたいという

ふうに考えております。 

 それから、最後の地震関連の若手人材確保

緊急対策事業は、昨年度からグランメッセで

高校３年生を対象にフェアを実施しておりま

して、県内企業の方が出展されて、そこに高

校３年生の方が説明を受けに来られて、でき

るだけ県内の建設業に就職をしていただくこ

とを支援するという事業でございます。 

 そういったことを総合的に実施して、でき

るだけ県内建設産業の人材を確保することと

育成するというものがこの事業でございま

す。 

 

○髙島和男委員 おっしゃるとおり、人材を

確保する、そしてまた育成する、本当に大事

な事業だと思うんですけれども、何か数値的

にこの事業、予算をかけたことによって、こ

んなふうによくなりましたよというのがあれ

ば御紹介いただければ……。 

 

○藤本監理課長 後ほどちょっと説明する部

分と重複する部分がございますけれども、そ

の他の部分にも係りますけれども、よろしゅ

うございますか。 

 その他資料の報告事項の１の第３次建設産

業振興プランの案についてというところをご

らんいただきまして、中段、真ん中のグラフ

をごらんいただくと、県内の建設業従業者の

年齢構成の推移というグラフがございます。

この中で一番下の赤い点線が、本県の29歳以

下の建設産業の従業者の割合でございます。

これが、平成24年が8.6％だったんですけれ

ども、現在、29年度は13.2％というふうに上

昇しておりまして、これが、全てが県の施策

の結果だということではないと思うんですけ

れども、こういう傾向が見られているという

のが数字であらわれているのと、もう一つ、

教育委員会のほうから出た数字がありまし

て、県内の建設産業に就職される方が、昨年

度は少し前年度よりふえたという数字がござ

います。ちょっと済みません、具体的数字が

今手元にはないんですけれども、そういう数

字は出ているところではございます。 

 

○髙島和男委員 はい、結構です。 

 

○山口裕委員 済みません。部長の総括説明
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に基づいてちょっと教えていただきたい。 

 地域復興拠点づくり事業を創設されるとい

うことですけれども、みんなの家を今後も有

効的に活用できる支援策としてということで

上がっておりますので、説明をお願いしま

す。 

 あと１点、レッドゾーンからの移転促進、

これまでやっていらっしゃいますが、地域に

いますと、なかなか進まない現状がありまし

て、このあたりをどうやって強化していかれ

るのか、お尋ねします。 

 あと１点、国際スポーツ大会に向けて沿道

景観の改善に取り組んでおられますが、以

前、おもてなしグリーンプロジェクトなんて

いうのがありましたけれども、そのあたりと

の兼ね合いも含めて御説明をお願いします。 

 

○松野建築課長 建築課でございます。 

 まず、地域復興拠点づくり事業について御

説明申し上げます。 

 仮設団地に整備しておりますみんなの家に

ついて、解体されるに当たりまして、その利

活用促進のために、もとの設計者、これに委

託しまして、住民を含めたワークショップ等

によって、市町村とか地域住民の方の意見を

聞きながら、コストとか改修方法、どういう

方法で使っていくのかとか、そういうのも条

件整理をした上で、幾らぐらいかかるとか、

そういうことが欲しいということでございま

すので、市町村としてですね。それらのため

の事業でございまして、対象は、本格型とい

いまして、地元の人が入るときに意見を出し

ながらつくりました８棟ございます。これの

うちの５棟が31年度の対象になります。 

 

○山口裕委員 ちょっとお尋ねです。残りの

３棟は。 

 

○松野建築課長 残りの３棟は、益城のほう

が少し仮設の整理がおくれまして、32年度に

予定しております。２カ年にわたって、31年

度が５棟、残り３棟、益城町の分は、ちょっ

と仮設の整理がおくれますので、32年度に予

定しております。 

 

○山口裕委員 わかりました。 

 

○中山砂防課長 砂防課でございます。 

 レッドゾーンからの住宅移転の促進事業に

ついてのお尋ねの件でございます。 

 移転促進事業につきましては、始まりまし

て、大体徐々にふえてきておりまして、現在

45件、移転促進事業で広報しておるような状

況でございます。 

 県内のレッドゾーン内の住宅につきまして

は、大体２万3,000戸ほどございまして、非

常に対象箇所が多うございます。それに対し

ては、非常に45戸とかそういう形で少のうご

ざいますので、今年度、先ほど部長の総括説

明の中でも説明いたしましたけれども、レッ

ドゾーン内の各家庭に直接的な形で、こうい

う事業がある、それからレッドゾーンでござ

いますので、土砂災害の危険性があるといっ

た具体的な情報を周知するというような形の

取り組みを31年度早期に取り組みたいという

ふうに思って予算を計上しておるところでご

ざいます。 

 以上です。 

 

○山口裕委員 レッドゾーンについては理解

いただいて事業が進むことを願うわけですけ

れども、なかなか、レッドゾーンのところに

もう一度再建したという事例も近年ありまし

て、まだまだ情報の提供であるとか、具体的

には、もうちょっと市町村と連携して代替地

の御紹介だったり、そういったことも進めて

いく必要があるのかなというふうにも思いま

すので、今後の取り組みにおいて強化をして

いただくようにお願いします。 
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○勝又道路保全課長 道路保全課でございま

す。 

 先ほど御質問の沿道景観に関してでござい

ますが、今年開催されます国際スポーツ大会

に合わせまして、特定の路線ではございます

けれども、その国際スポーツ大会の会場、そ

れから宿泊施設、それから空港、観光地、そ

のあたりを結びますアクセス道路等におきま

して除草を行っていきたい。通常、年１回程

度しかできないものを、スポーツ大会の直前

に、もう一回プラスすることによって沿道景

観を整備したいというふうに思っておりま

す。 

 それから、おもてなしグリーンプロジェク

トにつきましては、ことしが最終年でござい

まして、これによりまして、今まで道路植樹

帯の中の高木等の撤去、それから更新とかそ

ういうものをやっているところでございま

す。 

 以上でございます。 

 

○山口裕委員 理解しました。 

 おもてなしグリーンプロジェクトの最終年

度ということで、しっかり事業については取

り組んでいただきたいと思いますが、個人的

には維持管理では手の届かない部分で、この

４年間ぐらいだったですか、貢献した事業だ

と思っておりますので、引き続き、今年度で

終わると言わず……(「来年度が最終」と呼

ぶ者あり)来年度とか再来年度とかいうふう

に続けていただけると、地域にとってはいい

事業になるんじゃないかなと思いますので、

要望しておきます。 

 あと１点要望ですけれども、要旨について

要望ですが、大矢野道路の整備についてしっ

かり取り組んでいただきたいというのは、地

域の代表として思っております。その上で、

この整備についてどのような考えで進めてい

かれるのか、１点、お尋ねします。 

 

○増永慎一郎委員長 要望じゃなくて質疑。 

 

○亀崎道路整備課長 大矢野道路につきまし

ては、今新規採択ということで、平成31年度

採択を目指して取り組んできております。本

予算についても、その当該予算を計上してお

りますし、国に対しても、その新規採択とい

うことで、我々がやるべきところはやって、

あとは春のその採択通知というのを待つとい

うところでございます。 

 この道路につきましては、過去にもパブリ

ックインボルブメントということで、住民の

皆様に対して、ルートに対して合意形成を図

るための取り組み等を実施してきたところで

ございまして、今後、この春に天城橋を含む

部分の三角大矢野道路が開通しましたが、そ

の効果をさらに延ばしていくためには、この

大矢野市街地部のこの取り組み、この道路の

事業推進がとても大事だと思っております。 

 仮定の話でございますが、採択になった際

には、春から、地元上天草市、さらには委員

も含めまして、まず、事業の進め方等につい

て、早速、キックオフといいますか、我々一

丸となって取り組んでいくよう進めてまいり

たいと思っております。 

 以上です。 

 

○山口裕委員 一部報道等で流れた情報によ

れば、10年間の事業計画というのが、ちょっ

と10年間かかるんじゃないかと思わせるよう

な情報の提供があったようですけれども、幹

線道路の整備については、やっぱり一日も早

く完成させることが道路全体の事業の効果を

発揮できると思っておりますので、天城橋区

間で11年かかりましたけれども、やはりしっ

かりと、一日も早く整備するんだということ

を、行政においても肝に銘じて取り組んでい

ただければと要望いたします。 

 以上です。 
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○増永慎一郎委員長 ほかにありませんか。 

 

○森浩二委員 ちょっとお聞きします。住宅

課。 

 48ページの熊本地震関連で、くまもと型復

興住宅推進事業、まず、どういう内容です

か。 

 

○小路永住宅課長 今の熊本地震からの復興

で住まいの再建が最重要課題というふうにな

っておりまして、その中には、災害公営住宅

に入居をお待ちの方もいらっしゃいますけれ

ども、自宅再建を予定していらっしゃる方も

いらっしゃいます。今後、来年度以降の延長

については、契約をしていることが延長の要

件ということになりまして、まだ契約してい

らっしゃらない方もいらっしゃるというふう

に聞いております。そういった方の情報提供

でありますとか相談対応も予定をしておりま

す。 

 

○森浩二委員 基本的には、災害の公営住宅

は市町村がやると思いますけれども、東日本

大震災で、７年たったら買い上げができると

いう制度があったでしょう。熊本地震でもそ

ういうのがあるんですか。 

 

○小路永住宅課長 用途廃止で譲渡はできる

ようになっておりますけれども、ただ、市町

村がどういうふうに考えられるかということ

で、住宅の構造にもよりますので、市町村

が、もう一定期間使って、もう要らないとい

うことであれば譲渡をされるというケースは

あると。今のところは、まだ具体的にはその

予定は聞いておりません。 

 

○森浩二委員 いや、７年たったら――公営

住宅入っとるでしょう、地震でですね。７年

だったか８年だったか、そしたら、東日本の

ほうは、ここを買い取りますと言えばできる

制度があるというふうに聞いたんですけれど

も、熊本の場合は、なかですか。 

 

○小路永住宅課長 災害公営住宅も公営住宅

ですので、一定の要件に該当すれば用途廃止

ができて、用途廃止ができれば譲渡という形

になります。 

 

○森浩二委員 それは町か市が用途廃止をせ

にゃいかぬ、せぬと。 

 

○小路永住宅課長 通常の公営住宅の場合

も、例えば、木造であれば30年が耐用年数で

すけれども、それの例えば半分以上経過と

か、あるいは……。 

 

○森浩二委員 ３分の１と言いよったよ。だ

から、ここを買いたいと言えば買えるという

制度があると。 

 

○小路永住宅課長 通常の公営住宅制度の中

にも、譲渡で払い下げをするとか買い取ると

いう制度はあります。 

 

○森浩二委員 普通のでもあるわけ。いや、

災害で何か特典のあっとよ、たしか。 

 まあ、じゃあそれはちょっと調べて。 

 

○小路永住宅課長 わかりました。 

 改めて条件確認しまして、これは森委員の

ほうに御連絡をするという形でよろしいでし

ょうか。 

 

○森浩二委員 はい。 

 

○増永慎一郎委員長 ほかにありませんか。 

 

○髙島和男委員 同じく住宅課で、47ページ

の公営住宅維持管理費ということで、補修が

５億5,300万円余計上されておりますけれど
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も、この補修をする場合に、住民の皆さん方

から、随分老朽化した、何だ、天井がという

ようなさまざまの声が寄せられると思うんで

すけれども、そういった声にいっちょいっち

ょ応えていらっしゃるのか、もしくは自治会

の会長さんからまとめてくるのか、それとも

年度数、建てた老朽化の度合いに応じて県の

ほうから一方的に補修をされるのか、どうい

う仕組みになっているのか。 

 

○小路永住宅課長 公営住宅の維持補修費で

５億5,300万円余を計上しておりますけれど

も、多くは県営住宅の指定管理者に対する委

託でありまして、計画的な修繕という形にな

ります。 

 県営住宅の入居者の方から個々に御要望が

あることもありますが、基本的には、団地全

体にかかわることについては、団地の自治会

からまとめて御意見をいただくという形にし

ております。 

 既存の予算内で対応ができるような内容で

あれば対応いたしますし、既存の予算で対応

できないものについては、引き続き検討して

いくという形になります。 

 

○髙島和男委員 これは前年度と比べますと

5,300万減額になっておりますけれども、老

朽化はどんどん進んでいっているかと思うん

ですけれども、減額をしている。今回はこの

くらい減らしてもいいだろうというような理

由、事情があれば教えていただきたいと思い

ます。 

 

○小路永住宅課長 例年予算を組んでおりま

して、その予算の範囲内で基本的には行うと

いうことで、若干全体の予算としては減りつ

つはあるかなと。ただ、指定管理については

５年間で、来年度までで一旦終わりで、ま

た、その次の年に更新がありますので、今、

次の年度から必要なものについて費用を検討

している段階になります。 

 

○髙島和男委員 はい、わかりました。 

 

○増永慎一郎委員長 ほかに質疑はありませ

んか。 

 

○山本伸裕委員 先ほどの髙島委員からもあ

りましたが、４ページの建設産業支援事業費

に関連して、ことし４月から入管法が改定さ

れて施行されるわけですけれども、外国人労

働者の、今でも失踪問題とか結構出てます

が、やっぱり、ともすれば安上がりの労働者

確保というような点で流れてしまうと、ます

ます労働環境の悪化ということが進行しかね

ないと思うんですよ。そうなると、低賃金、

劣悪な労働環境ということで、ますます若者

が敬遠しかねないと。そうなると、技術の継

承であるとか――外国人労働者がふえるとい

うことは、急場しのぎではいいかもしれない

けれども、技術の継承であるとか、やっぱり

事業の継続的な発展であるとか、そういう点

から考えると非常に深刻な問題だというふう

に思うんですね。だから、そういう点では、

外国人労働者の労働環境をしっかり、下げな

いというか、そういうことも必要ではないか

なというふうに思うんですけれども、そうい

った対策というか、検討というのはなされて

いるんでしょうか。 

 

○藤本監理課長 この現在予算を計上してあ

ります中には、外国人労働者の予算そのもの

はございません。ただ、外国人労働者全体の

窓口としては商工観光労働部のほうが取り組

んでおりますので、基本的には建設産業振興

プランの中にも記載しておりますけれども、

そちらと連携しながら、法令遵守はもちろん

のことなんですけれども、そういった今御指

摘のようなことについても取り組んでまいり

たいと思っております。 
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○山本伸裕委員 やっぱり労働環境の劣悪化

というようなところを防止するという点で

は、監理課のほうでもしっかり主体的に取り

組んでいただきたいなと思います。 

 

○増永慎一郎委員長 ほかにありませんか。 

  （｢ありません」と呼ぶ者あり) 

○増永慎一郎委員長 なければ、以上で質疑

を終了します。 

 それでは、ただいまから、本委員会に付託

されました議案第48号、第53号から第55号ま

で、第60号、第89号から第91号まで及び第106

号について、一括して採決したいと思います

が、御異議ありませんか。 

(｢異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり) 

○増永慎一郎委員長 山本委員、一括採決に

反対の議案は、どの議案ですか。 

 

○山本伸裕委員 第48号及び第90号に関して

は、挙手でお願いします。 

 

○増永慎一郎委員長 それでは、一括採決に

反対の表明がありました議案第48号、第90号

について、挙手により採決いたします。 

 原案のとおり可決することに賛成の委員の

挙手を求めます。 

  （賛成者挙手) 

○増永慎一郎委員長 挙手多数と認めます。

よって、議案第48号外１件は、原案のとおり

可決することに決定いたしました。 

 次に、残りの議案第53号外６件について採

決いたします。 

 原案のとおり可決することに御異議ありま

せんか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○増永慎一郎委員長 御異議なしと認めま

す。よって、議案第53号外６件は、原案のと

おり可決することに決定いたしました。 

 次に、閉会中の継続審査事件についてお諮

りいたします。 

 議事次第に記載の事項について、閉会中も

継続審査することを議長に申し出ることとし

てよろしいでしょうか。 

  （｢はい」と呼ぶ者あり) 

○増永慎一郎委員長 それでは、そのように

取り計らいます。 

 次に、その他に入ります。 

 執行部から報告の申し出が５件あっており

ます。 

 まず、報告について執行部の説明を求めた

後、一括して質疑を受けたいと思います。 

 それでは、順次報告をお願いします。 

 

○藤本監理課長 監理課でございます。 

 報告事項１、第３次建設産業振興プラン

(案)について御説明いたします。 

 本件につきましては、11月定例会の建設常

任委員会で素案を御説明しましたが、その

後、この素案について、県政パブリックコメ

ントの実施とあわせて、再度関係団体との意

見交換を行い、現在、最終案として取りまと

めを行いました。 

 パブリックコメントにおける意見について

は、既にプラン素案に記載済みの内容であっ

たため、大きな変更はございませんが、人材

の確保、育成に関する県の支援策について新

たに追加する取り組みがありますので、その

部分について御説明いたします。 

 お手元のＡ３資料の２枚目をごらんくださ

い。 

 右側の10、県の支援策(主な取組み)でござ

います。 

 １点目として、１、将来の建設産業を支え

る人材の確保・育成の(５)若手技術者等の育

成に、研修の場の充実として、下線を引いて

おりますが、新、建設産業の人材研修の在り

方の調査・検討を追加しております。これ

は、建設企業に対し、アンケート調査やヒア

リング等を行い、人材育成に係るニーズを調
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査し、業種、職種ごとの育成スキームなど、

今後の人材育成のあり方を取りまとめるとい

うものでございます。 

 ２点目としましては、次のように、商工観

光労働部で進めております新(仮称)技能振興

センター(技能検定試験会場等)の整備を新た

に追加しております。 

 主な修正点は、この２点でございます。 

 プランの案、本文については机上にお配り

しておりますので、後ほどごらんいただけれ

ばと思います。 

 プランについては、この後、内部決裁を経

て年度内に策定をしたいと考えております。

 続きまして、報告事項２、入札制度の見直

し等について御説明いたします。 

 まず、入札制度の見直しについてですが、

本県では、平成28年４月の熊本地震の発災以

降、大量の復旧・復興工事を迅速かつ円滑に

進めていくため、これまで大きく４回、発注

標準の引き上げや一般競争入札での１者入札

の取り扱いなど、入札制度の特例を実施して

まいりました。発災から３年が経過し、復旧

及び関係工事の発注が今年度までにおおむね

完了することから、また、入札の不調、不落

も落ちついていることなどから、これまで実

施してきた入札制度の特例の一部について、

もとの制度に戻すということにいたします。 

 具体的には、内容につきましては、中段の

表にありますように３つございます。 

 まず、１者入札の取り扱いですが、震災関

連等工事の一般競争入札で１者可としていた

ものを、従来どおり不可に戻すということで

す。 

 ２点目としまして、震災関連等工事につい

て、指名競争入札の対象工事を3,000万円未

満から7,000万円未満に引き上げていたもの

を、もとの3,000万円未満に戻し、3,000万円

以上の工事は全て条件つき一般競争入札とい

たします。 

 ３点目の総合評価の見直しとしまして、入

札参加資格に施工実績を求めない場合、総合

評価を適用しない、価格競争で実施していた

ものを、条件つき一般競争入札は原則として

総合評価を適用するということといたしま

す。 

 適用時期につきましては、平成31年４月１

日以降に入札公告等を行う工事から適用いた

します。 

 次のページをごらんください。 

 社会保険等未加入対策の強化でございま

す。 

 これまで県が発注する建設工事において、

受注者である元請業者については、社会保険

に加入した業者に限定しておりましたが、建

設産業の持続的発展に必要な人材の確保並び

に公平で公正な競争環境の整備を図るため、

社会保険等未加入業者への対策を強化するも

のでございます。 

 中段の表をごらんください。 

 １の法定福利費の確保に向けた取組みで

す。 

 本年４月１日から、県発注の建設工事にお

いて、受注者である元請業者に対し、健康保

険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福

利費を明示した請負代金内訳書の提出を求め

ることといたします。 

 次に、２の社会保険等未加入業者の排除に

向けた取組みについてですが、①の１次下請

業者を社会保険等に加入している業者に限定

する取り組みを本年４月１日から実施し、２

次下請以下についても、下段の矢印になりま

すが、平成32年４月１日から段階的に実施す

る予定としております。 

 なお、違反した場合の受注者に対するペナ

ルティーにつきましては、このページ、最下

段の米印４に記載しておりますとおり、違約

金の請求、指名停止措置、工事成績評定の減

点を想定しており、適用時期については、そ

れぞれ施行開始した年の翌年度からの運用を

予定しております。 
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 今後とも、透明性を確保するとともに、建

設産業の発展に資する入札制度の構築に取り

組んでまいります。 

 監理課からは以上でございます。 

 

○田尻土木技術管理課長 土木技術管理課で

ございます。 

 報告事項の３をお願いします。 

 熊本地震等の災害復旧事業等の進捗状況で

ございます。 

 今回は、平成30年12月末現在の状況でござ

います。 

 まず、県、市町村を合わせました復旧・復

興事業全体の進捗状況でございますが、表最

下段の合計欄をごらんください。 

 全体工事費、約2,015億円に対しまして、

平成30年12月末までに約1,636億円を発注

し、その発注率は81.2％でございます。９月

末に比べまして3.9ポイント上昇しておりま

す。 また、約864億円の工事が竣工し、その

割合であります完了率は約42.9％でございま

す。９月末に比べまして6.2ポイント上昇し

ております。 

 なお、全体工事費が９月末に比べまして約

９億円増加しております。これは、表の下に

理由を記載しておりますが、災害査定の金額

から工事実施金額への見直しや現地調査結果

に伴う設計の見直し等によるものでございま

す。 

 裏面をお願いします。 

 参考１は、災害復旧事業等の平成29年３月

以降の発注率と完了率の推移をグラフであら

わしたものでございます。 

 また、参考２の表は、災害復旧事業の件数

ベースを取りまとめたものでございます。 

 表の最下段の合計欄をごらんください。 

 件数ベースでの発注率は88.4％、完了率は

63.9％となっております。 

 報告事項３の熊本地震等に伴う災害復旧事

業等の進捗状況は以上でございます。 

 引き続き進行管理に努めまして、復旧、復

興の工事の早期完了に取り組んでまいりま

す。 

 よろしくお願いします。 

 

○坂井都市計画課長 都市計画課でございま

す。 

 報告事項４をごらんください。 

 益城中央被災市街地復興土地区画整理事業

の進捗状況について御報告いたします。 

 昨年10月に益城中央被災市街地復興土地区

画整理事業の事業計画を決定し、現在、現地

測量及び仮換地(案)の策定を進めています。

また、権利者の意見を反映させるため、１月

28日に土地区画整理審議会を設置し、仮換地

の指定などに関し審議を行っていただきま

す。 

 今後は、４月から仮換地案の個別説明を開

始し、６月の仮換地指定を目指して個々の権

利者と合意形成を図ってまいります。 

 また、用地買収につきましては、２月末時

点で約96％の進捗で、年度内に終えたいと思

っております。 

 なお、本報告には記載はしておりません

が、密接に関連しております熊本高森線４車

線化事業につきましては、今年１月に工事に

着手し、２月末時点で、用地買収につきまし

ては約47％の進捗となっております。 

 都市計画課は以上でございます。 

 よろしくお願いします。 

 

○小路永住宅課長 住宅課でございます。 

 報告事項５、熊本県住宅確保要配慮者賃貸

住宅供給促進計画(案)について御説明させて

いただきます。 

 本計画は、住宅確保要配慮者に対する賃貸

住宅の供給の促進に関する法律の改正に伴

い、新たに策定を進めるものでございます。 

 計画の趣旨としましては、住宅の確保に特

に配慮を要する者の居住の安定確保のため、
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賃貸住宅の供給促進に関する方向性や取り組

みを示すものでございます。 

 計画期間は、熊本県住宅マスタープランと

の整合を図り、2025年度まで、また、住宅確

保要配慮者の範囲は、低額所得者、高齢者、

障害者、子育て世帯、ＤＶ被害者などでござ

います。 

 計画案に記載している主な取り組みを４点

上げてございますが、先に改正法に基づく制

度の仕組みを図で簡単に御説明いたします

と、図の中央の黄色で示しております民間賃

貸住宅のオーナーが県に対して要配慮者向け

の住宅登録を申請し、県がその登録情報を赤

色の要配慮者に提供することで、要配慮者の

入居を促進するというものです。 

 この仕組みがうまく機能するように、外側

の枠の関係機関、団体から成る熊本県居住支

援協議会の体制で取り組むこととしておりま

す。 

 具体的な取り組みとしましては、①不動産

関係団体への協力依頼等により、要配慮者向

け住宅の登録を促進すること、②要配慮者へ

の住宅相談や入居支援等を的確に行うことが

できる居住支援法人を指定すること、③熊本

県居住支援協議会を開催し、居住支援法人と

の情報共有、協議を行うこと、④市町村に地

域ニーズの把握や市町村協議会の設置などの

取り組みを働きかけることなどを盛り込んで

おります。 

 最後に、今後のスケジュールですが、今月

中に策定、公表する予定でございます。 

 なお、昨年末、パブリックコメントの実施

について事前に御報告させていただいており

ましたが、パブリックコメントでは、特に御

意見は提出されませんでしたので、あわせて

御報告をいたします。 

 以上でございます。 

 

○増永慎一郎委員長 以上で執行部の説明が

終わりましたので、質疑を受けたいと思いま

す。 

 質疑はありませんか。 

 

○井手順雄委員 昨年まで、災害等がありま

して、業者不足、また、作業員不足等々で工

事も大変だったと、不落等も続いたという中

で、来年度からもとの制度に戻っていくよう

な状況になるというふうに思っております

が、昨年を振り返りますと、夏場は、たいが

暑かったですね。それで、工期のその期間は

延ばして、避けて、工期延長という、工事変

更というのがございました、12月議会で。等

々がありましたけれども、今年度は、そうい

った、例えば増額も大変ありました。前期の

分でも１億円以上の増額と。工事しよって１

億円以上の増額。10億ぐらいの増額もあって

おります。こういったことが現在行われてい

るという状況で、来年から徐々に戻っていく

中で、そういった制度的なものは変わらぬと

ですかね、どのように変えていかれるのか。 

 

○藤本監理課長 まず、１点目の夏の熱中症

対策のことにつきましては、昨年度、工期延

長の対応をいたしまして、現時点でその分に

ついての、例えば、増額変更については、ち

ょっと国のほうが今検討されているとは聞い

ているんですけれども、それについては、や

はり単県だけで増額はなかなか難しいかなと

思っていますので、状況に応じて、工期延

長、無償延長の対応については、今後ともや

はり続けてまいりたいと考えております。 

 

○井手順雄委員 工事関係者からずっと事情

を聞いたら、無償延長なんてあり得ないと、

業者からすれば。そういうことからすれば、

なら、もうそういったゼロ円に対して、そう

いった仕事は休みなさいなんて言えぬでしょ

う。そこ辺は、考え方としておかしいと思い

ますよ。まあ、よかたい。 

 そういった形の中で、昨年までのいろんな
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増額の補正、そしてそういったいろんな業界

の業者の皆さん方が困っとるところはいろい

ろ考えてやっていくというのは変わらないと

いう、基本的な考え方は変わらないというこ

とでよございますか。 

 

○藤本監理課長 基本的に、現在入札制度の

見直しと別に、例えば、施工確保対策とし

て、遠隔地からの労働者の確保に要する経費

とか、あるいは単価を入札後、設計時の単価

と契約時の単価に差がある場合の見直しとか

いうのがございますが、そういったものは今

後とも継続していくということでございま

す。 

 

○井手順雄委員 私からすれば、ここ最近、

わあサービスがいいなと、以前に比べたらと

いう思いがあります。ぜひとも継続してほし

いというふうに思います。 

 それに関連して、来年度から、働き方改革

というのを受けて、休日休んでくださいとか

週休２日でお願いしますというような体制、

モデル的でしょうけれども、基本的にはもう

これが定着していくんだろうというふうに思

いますけれども、そうした場合、工期、その

分の休んだ日にちの工期延長は認めないとい

うのはどういう理念からですかね。お聞きし

ます。 

 

○田尻土木技術管理課長 工期につきまして

は、今工期を見直しておりまして、標準工期

は、週休２日を前提とした標準工期でやって

いこうと思っています。そのために、週休２

日の工事としても前提としてありますもんで

すから、工期の見直しは行わないというふう

になっております。 

 

○井手順雄委員 じゃあ、今まではそういっ

た週休２日は見てなかったんだと、今回働き

方改革で週休２日制に見直すということで理

解していいんですかね。 

 

○田尻土木技術管理課長 今先ほど言いまし

たように、工期の見直しを行っていますの

で、そのように……。 

 

○井手順雄委員 はい、わかりました。 

 じゃあ、休日出勤については、歩掛かり的

にはどうなるんですかね。 

 

○田尻土木技術管理課長 休日出勤――残業

ということですかね。 

 

○井手順雄委員 通常、サラリーマンは、祭

日に出たら幾らかつきますよ、手当が、休日

手当。こういうのが、この設計に対してそう

いった手当というのは含まれるんですか。働

き方改革で休日休みなさいと指定するわけで

すから、国が、県が業者に。その分何らかの

メリットがなくてはいかぬでしょう、そうい

う意味ですよ。 

 

○田尻土木技術管理課長 週休２日につきま

しては、今国土交通省も……。 

 

○井手順雄委員 休日です。 

 

○田尻土木技術管理課長 工事の中で、労務

費とか機械経費及び共通仮設費と現場管理費

の補正をするようになっています。週休２

日、工事をやった場合、その休日の割合によ

って補正するような形にはなっています。 

 

○井手順雄委員 それは、県がよくやる、わ

からぬパターンですよ。それは経費で見てま

すから休日は、というような体制にいずれは

なっていきます。ですから、私が言いたいの

は、週休２日制のそういった工期をするとき

に、祭日に出たら賃金の幾ら、例えば、0.1

％プラスしますよとか、そういうのを明記し
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てください。そこもちょっと考えていただき

たいと。これは要望でよかです、今わからぬ

でしょうから。そうしていただかんと、休日

休め、土曜日休めと言うても、現場ばおっつ

くっじゃ間に合わぬときがあるんですよ。そ

れで、それはもう工期延期で休日でしよっと

いうことですから、それに対応していただい

ているというふうに思っておりますので、そ

の辺は十分考えて、働き方改革だから休め休

めじゃいかぬとですよ。現場は現場でありま

すんで、現場の人たちが困らぬような働き方

改革の制度を適用していただきたいというふ

うに思います。 

 引き続いていいですか。 

 入札制度についてお聞きします。 

 31年度から徐々に震災前の制度に戻すと、

先ほど監理課長のほうからありましたけれど

も、この入札というのは、総合評価、一般競

争入札等々がございます、現在。それに対し

て見積入札というのがありますね。この見積

入札は、災害時に何か規定を緩和されたとか

拡張されたとかいうことと、この見積入札に

ついての規定があるのか。その辺、お聞きし

ます。 

 

○藤本監理課長 見積入札という制度、見積

もりというのは事前に単価や歩掛かり等が定

められていないものについて事前に見積もり

を取って、それから積算をするというものは

ございますが……。 

 

○井手順雄委員 じゃあ、工事に対して、工

事は発注しました、これは入札ではなくて見

積入札をしまして、こういう業者を決めまし

たというのはあるんですか。 

 

○藤本監理課長 見積もりという意味では、

例えば、随意契約の場合は見積もりを取るん

ですけれども……。 

 

○井手順雄委員 いやいや、新規ですよ。新

規でそういった入札は以前あるんですかとい

う話です。 

 

○藤本監理課長 厳密には、例としまして

は、施工計画を提案するような場合は、最終

的に、プロポーザルのような形の場合は、相

手方を特定して最終的に見積書をいただいて

契約するという場合はございますけれども、

かなり数的には極めてまれだとは思います。 

 

○井手順雄委員 じゃあ、これは震災時期に

見積入札で工事業者が決まったというのは事

例はあるんですか。 

 

○藤本監理課長 緊急の随意契約において見

積もりを取って契約したという例はございま

す。 

 

○井手順雄委員 入札しなしに。 

 

○藤本監理課長 規定に基づき随意契約を行

った事例は……。 

 

○井手順雄委員 その規定は、どういう規定

ですか。 

 

○藤本監理課長 これは、地方自治法の施行

令と会計規則の中に随意契約をできる場合と

いうふうな規定がされておりまして、例え

ば、金額が少額な場合、または災害等で緊急

を要する場合は随意契約によることができる

というのがありまして、それを適用した事例

はございます。 

 

○井手順雄委員 なら、金額の少額、その少

額の値段は幾らですか。 

 

○藤本監理課長 少額の場合は、地方自治法

上は250万でございますが……。 
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○井手順雄委員 じゃあ、震災時に250万以

上で見積入札があったという事例はないんで

すね。 

 

○藤本監理課長 250万というのは金額でご

ざいまして、その金額にかかわらず、緊急を

要する場合は随意契約ができるという規定が

ございますので、それを適用した事例はござ

います。 

 

○井手順雄委員 それは１億でも10億でもで

きるわけですね、緊急を要する場合は。 

 

○藤本監理課長 制度上はできます。 

 

○井手順雄委員 というのが、何でこういう

ことを聞いたかというと、不調、不落がある

から見積入札しましたとか、あり得ない話で

しょう。その見積もりも県が指名するんです

よ。ね、部長、県が指名して見積入札、おか

しいでしょう。この今公明正大な県庁の入札

制度に関して総合評価とか、一般的に皆さん

方が、あ、そうなんだなと、公平的な入札を

する。そういう中でこの見積入札というのは

あり得ないと私は思いますけれども、まあ、

ここはいいです。そういった制度をやっぱり

するということは、あらかた、こういうとき

に、明確にこういった建設産業プランあたり

の入札のところに見積入札はと書いとかぬ

と、それは、あた、業界がみんな疑心暗鬼に

なりますよ。そう思うけどね。そこ辺はやっ

ていってもらわないと、ちょっと今後疑問が

残る問題なのかなというふうに思います。 

 まあ、よかです。――部長、どうぞ。 

 

○宮部土木部長 今の井手委員が申された事

実の確認をちょっと改めてさせていただく中

で、ちょっと整理をさせていただこうと思っ

ています。基本的には、やはり公正、公平、

透明という形をやっていくべきものが公共工

事と思っておりますので、その中で、手順の

中で、やむを得ず、特別な事由の場合で、今

言われた見積もりというのがあるのがしかり

だろうと思っていますので、そこの分につい

てはもう一回ちょっと再整理させていただき

たいと思っています。 

 以上でございます。 

 

○井手順雄委員 ありがとうございました。 

 この産業プランの中の32ページに若手技術

者の育成についてとありますが、若手技術者

とはどういう定義なんですか。 

 

○藤本監理課長 明確に定義しているという

ものではございませんけれども、例えば、若

手技術者の資格取得の助成等については、40

歳未満の方を助成対象としておりますので…

…。 

 

○井手順雄委員 40歳未満、わかりました。

じゃあ、次に、キャリアアップシステムを31

年度から運用すると。どのように労働者に対

しての改善になるのか、具体的にお願いしま

す。 

 

○藤本監理課長 建設キャリアアップシステ

ムは、現在国のほうが導入を進めているもの

で、主に技能士の方、施工管理士じゃなくて

技能士の方にＩＣカードを交付して、その中

に、その方のそれまでの実績等を蓄積すると

いうことで、技能者の地位の向上を図るとい

うものでして、現在、それをどのように活用

するかというのは、現時点では今後の検討と

いうことにさせていただいております。 

 

○井手順雄委員 そうした場合、それが例え

ば、点数が上がりましたと、なら、事業主さ

ん、この人はこぎゃしこ持っとるけん、給料

上げてくれという指導をしていくということ
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ですかね、要は、厳密に言うなら。 

 

○藤本監理課長 まだそこまできちんと決定

しているものではございませんけれども、い

ろんな、例えば、処遇改善の方策は考えてい

くべきだと考えております。 

 

○井手順雄委員 じゃあ、総合評価の点数に

ついては加点するとかそういったのはあるん

ですかね。 

 

○藤本監理課長 現時点では、そこはまだ未

定でございます。 

 

○井手順雄委員 いろいろ質問しましたけれ

ども、こういうのは、やっぱり大事と思いま

す。技術者がおって、技能士さんがおって、

その人たちが一生懸命やっているところを日

の目を見せるといったところで、こういった

キャリアアップシステムなんて有用と私は思

います。ですから、そこを点数を上げてやっ

たら、この点数取れたら、最低こんだけは出

してくださいとか、そこまでやっぱり指導し

ていくような形にしていかぬと、なかなかこ

の次代につなげる若手技術者が出てこぬと思

うとですよ。こういうのは、ぜひともやって

いって、どんどん進めていってもらって、い

いような方向でやっていただきたいと思いま

す。 

 以上です。 

 

○増永慎一郎委員長 ほかにありませんか。 

 

○城下広作委員 井手委員の関連で。随意契

約の分でそんなに多かったのか、どれくらい

の金額か、私もちょっと興味があるから。調

査してと言うたけど、どのくらいの件数があ

るのかわかるんですか。 

 

○宮部土木部長 私も、今井手委員が言われ

たことが、ちょっと私も把握していないの

で、だから、ちょっと把握をまずさせていた

だきたいというふうに思っています。それか

ら、実際にどういう事象でそういったことが

起こったのか、それもちょっとまず確認をさ

せていただきたい。 

 

○井手順雄委員 １億円でん随意契約ででく

っとたい、見積入札で。 

 

○城下広作委員 まあ、いずれにしろ、現実

にあったことをちょっと報告をしていただき

たい。また教えていただければと思います。 

 

○増永慎一郎委員長 今指摘がございました

件に関しては、土木部のほうで責任を持って

各委員の皆さん方に伝えていただきたいとい

うふうに思います。 

 ほかにありませんか。 

  （｢ありません」と呼ぶ者あり) 

○増永慎一郎委員長 それでは、その他に入

ります。 

 ほかに何かございませんか。 

 

○山本伸裕委員 レオパレスの施工不良問題

でちょっとお尋ねしたいんですけれども、よ

くわからないんですが、要するに、何で建築

確認でチェック機能が働かなかったのかとい

うことなんですよね。これは、例えば、チェ

ックの方法がそういう問題を見逃すような方

法で大丈夫なルールになっているのか、それ

とも、建築主事なんかが技術的、技能的に問

題があったのか、あるいはチェックする体

制、申請に対して、例えば、体制がとても追

いつかないとか、そういう体制上の問題なの

か、結局、何なんですかね。 

 

○松野建築課長 建築確認につきましては、

図面で適正なものという確認をします。その

後、現場のほうで工事が始まります。完了
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後、完了の届けが出てきますが、完了につき

まして、現地に行きまして検査をしますが、

基本、目視が原則でございます。その中で、

必要に応じて写真を求めたり報告書を求めた

りしておりますが、その中で、検査をした中

ではその不正は見当たらなかったということ

で、今回こういうことになっているかと思い

ます。 

 以上でございます。 

 

○山本伸裕委員 だから、その完了後のチェ

ックなんかも、チェック機能が働かなかった

ら何のための確認なのかというふうに思うん

ですけれども、それはどういうふうに評価す

るんですか。その行政の責任としてチェック

機能を働かせることができなかったというこ

とに対して、今後の教訓なり改善点なりとい

う点ではどういうふうに考えていますか。 

 

○松野建築課長 これは、全国的な問題とし

て、今国土交通省のほうで学識経験者を集め

まして再発防止としての検討委員会を設置し

ております。その中で今いろいろと今後の再

発防止策を検討されておりますので、その動

向を見ながら熊本県としましても対策を進め

ていきたいと考えております。 

 

○山本伸裕委員 わかりました。その点、結

構です。 

 もう１点、よろしいでしょうか。 

 県営住宅の入居継承の問題なんですけれど

も、熊本県の場合は、継承が認められている

条件が非常に厳しい、他県とか熊本市なんか

に比べて厳しい条件になっているんですよ。

例えば、親子での継承が原則できないとか、

これはやっぱり非常に切実な問題なんかも出

てきておりまして、やっぱり親子での継承と

いうのは、やっぱり認めるべきじゃないかな

というふうに思うんですけれども、これはい

かがですか。 

 

○小路永住宅課長 住宅課でございます。 

 名義の承継につきましては、住宅困窮者の

入居機会の公平性と、今委員がおっしゃった

ように、入居名義人の同居者の居住の安定を

図るということも、調和を図る観点から、公

営住宅法の施行規則で承認できない場合の最

低基準が定められています。その結果、一旦

入居しましたら、長年にわたり同一の親族が

居住している実態が全国的に見られまして、

平成17年に国土交通省の住宅局の局長通知で

承認の厳格化が言われておりました。 

 本県の場合も、平均の入居期間が18年とな

っておりまして、昨年４月１日現在で30年以

上の入居世帯が全世帯の23％、大体1,700戸

ぐらいとなってきておりまして、この長期化

する傾向にあるというのが現状になります。 

 その一方で、委員から御意見がありました

ように、本県の基準が厳しいのではないかと

いう意見がありましたので、昨年、全国の運

用状況を調べまして、11月に若干運用を改

善、緩和しまして、承継者が名義人の配偶

者、または承継人本人または同居人が高齢者

または障害者である二親等の親族の場合に認

めるということで緩和をしたところでござい

ます。 

 入居の世帯の状況はさまざまでありまし

て、承継基準に該当しない同居者、同居人の

方が承継できないということで、直ちに住宅

確保に困窮しないように、一定期間はその後

も入居を認めることなどを今行っているとこ

ろであります。 

 これ以上の緩和につきましては、現状では

難しいというふうには考えておりますが、今

後も、世帯の状況をお伺いしながら、適切に

対応してまいりたいというふうに考えており

ます。 

 

○山本伸裕委員 実際、熊本市は認めている

わけですよね。県営住宅に入居された方が、
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やっぱり実際に親御さんが契約されるときに

は、これでもう安心して子供なんかも安定し

て住まわせることができるというふうに思っ

とったわけですよ。非常にそういう点では、

もう親御さんなんかも、亡くなっても、もう

死んでも死に切れないぐらいの無念の思いが

あるんじゃないかと思うんですけれども、や

っぱり居住権の問題ということがあると思う

んですよね。親子で継承できないというの

は、やっぱりこれは実際には法律ではそうい

うふうになっている、制度的になりましたで

すけれども、ただ、やっぱり自治体の判断で

認めるというようなところが都道府県段階で

半数ぐらいあるでしょう。だから、そういう

点ではもっとやっぱり実際の居住者の実情に

寄り添って、まあ、要件が多少緩和されたと

いうようなお話もありましたですけれども、

原則、やっぱり親子までは認めるというよう

なところまで踏み込んで、やっぱり緩和して

いただきたいというふうに思います。 

 以上です。 

 

○増永慎一郎委員長 ほかにありませんか。 

 これで質疑を終わりたいと思います。 

 ここで、平成30年度建設常任委員会におけ

る取り組みの成果について御説明をいたしま

す。 

 12月の委員会でも御報告いたしましたが、

この取り組みの成果は、今年度の当委員会の

審議の中で、委員からの施策の推進に向けて

提起されましたさまざまな課題や要望等の中

から、執行部の取り組みが具体的に進んでい

る主な項目を取り上げ、この３月に県議会の

ホームページで公表するものです。 

 １、施策等への反映状況については、項目

の選定等を御一任いただきましたので、河津

副委員長及び執行部と協議しまして、当委員

会としては７つの項目を取り上げた案を作成

いたしました。 

 もちろん、ここに記載の項目以外の提案さ

れた課題や要望等についても、現在執行部で

検討を続けておられますが、ここに上げた７

項目は、委員と執行部との協議により、施策

の取り組みが進んだものなど、代表的なもの

を選定しております。 

 それでは、現在の執行部の取り組み状況の

部分も含めて、この案につきまして何か御意

見はありませんでしょうか。 

  （｢ありません」と呼ぶ者あり) 

○増永慎一郎委員長 ありがとうございまし

た。 

 それでは、なければ、本日の議題は終了い

たしました。 

 これをもちまして第７回建設常任委員会を

閉会いたします。 

  午前11時59分閉会 

     ――――――――――――――― 

○増永慎一郎委員長 なお、３月末をもって

退職される方が２名、また今期限りで勇退さ

れる委員の方が１名いらっしゃいますので、

簡単にでいいですから、森委員のほうから御

挨拶をお願いします。 

 

○森浩二委員 いきなり振られまして……。

まあ、県議生活14年半ですか、その中で９回

か10回は建設委員会かと思います。今後、や

めますけれども、県政の動向の発展、ずっと

見てますので、注意してやっとってくださ

い。 

 本当に今までいろいろお世話になりまし

た。(拍手) 

 

○増永慎一郎委員長 それでは次に、田尻土

木技術管理課長から。 

(土木技術管理課長、営繕課長の順に退

任挨拶) 

 

○増永慎一郎委員長 それでは、最後でござ

いますので、まず、私のほうから御挨拶をさ

せていただきたいと思います。 
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 この１年間、本当に委員の皆様方には、あ

りがとうございました。 

 ふなれでございましたので、きちんとした

運営ができたかどうかというのが、ちょっと

疑問符がありますけれども、河津副委員長初

め、本当にお世話になった次第でございま

す。 

 また、宮部部長初め、執行部の皆様方に

は、本当にきちんと答弁をしていただきまし

て、いろんな回答をいただきまして本当にあ

りがとうございました。 

 特に、今回、森先生が勇退をされますし、

田尻課長、それから重松課長も退職されます

けれども、お三方には、また大所高所からい

ろんな御指導いただきまして、県政発展のた

めに御尽力いただきますことをお願い申し上

げたいというふうに思っております。 

 １年間、どうもありがとうございました。

(拍手) 

 

○河津修司副委員長 それでは、私からも一

言御挨拶申し上げます。 

 この１年間、増永委員長のもとで委員会運

営に努めてまいりましたが、各委員の皆様方

には、いろいろと御指導、御鞭撻をいただき

ましてありがとうございました。 

 また、執行部におかれましても、真摯に対

応していただきましたことをお礼申し上げた

いと思います。 

 県行政は、地震後の対応でまだまだ大変な

時期ではありますけれども、皆様とともに協

働しながら県行政がさらに発展していくよう

に心から祈念申し上げまして、お礼の挨拶と

させていただきます。 

 ありがとうございました。(拍手) 

 

○増永慎一郎委員長 それでは、これで終了

いたします。 

 どうもありがとうございました。 

  午後０時５分 
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